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国道事務所における情報共有化の手順に関する一考察

国土交通省国土技術政策総合研究所 ○高橋 裕輔*1、大手 方如*1上 坂 克 巳*1

by Yusuke TAKAHASHI, Masayuki OTE, Katsumi UESAKA

筆者 らは、平成14年 度以来、国道事務所にお ける組織横断的な知識や情報の共有化 を円

滑 に進めるための研究に取 り組んでいる。本論文では、過去の成果 を踏 まえ、知識や情報の

共有化 を進めるための簡素な手順 を示す こ とを 目標 とす る。 まず国道 事務所 を取 り巻 く知

識 や情報の流通プ ロセスにおいて、特に事務所 内にお ける知識や情報の共有や利活用が重

要であ ることを明 らかに し、それ を実現す るための手順 を考案 した。そ して国土交通省 の

ある1つ の国道事務所 におい て、手順に基づ き試験的 に事務所 内の知識や情 報の共有化に

取 り組 み、手順の有効性 を検証 した。

これ らの結果 、手順 に基づ く取 り組みを試行 した国道事務所 では、4ヶ 月程度の検討 によ

り、知識や情報の共有化施策 に組織 として着手す るとい う合意 を形成す ることができた。成

功のために重要な要因は、1)国 道事務所の業務の遂行のために共有す ることが必要な知識

や情報 を明確化すること、及び2)知 識や情報 を共有化す るための初めの一歩にな りうる手

軽で望ましい解決策 を提示す ること、であることが明 らか となった。

【キーワー ド】組織、 コミュニケーシ ョン、知識や情報の共有 と利活用、手順化

1. は じめに

(1)研 究の背景

現代の 日本社会は、工業社会か ら情報社会、知識

社会へ と転換 してきてい る。多様で 目に見えにくい

知識や情報 を重視する社会への転換によ り、ものづ

くりは個別 の要求 を無視 した大量生産 から、個 々の

顧客の要求 を満 たす ような多品種少量生産へ と転換

してきている1)。

これ らの社会環境 の変化 は、国民 と行政 との関係

や行政サー ビスに対す る国民の期待へも影響 を及 ぼ

している。近年実施 された人事院の調査2)に よれば、

国家公務員 に対す る不満や憤 りの上位3つ は、対応

が遅 く、手続に時間がかかること、す ぐにた らい回

しを しよ うとすること、つまらない ことで形式や前

例に こだわることであ り、対応 の速度 、サー ビス意

識、業務の柔軟 性等の面か ら行政サー ビスを改善す

ることが期待 されている。

一方
、筆者 らが平成14年 度か ら15年 度 にかけ

て2つ の国土交通省 の国道事務所(以 下、 「事務所」

とい う)で 行った調査結果でも、知識や情報共有化

が十分でないため、住民対応等において問題 が生 じ

る場合 がある実態が明 らか となった。 そこで、 これ

らの事務所 を対象 に、知識 と情報の共有化のための

方法論(以 下、「方法論」とい う)に ついて仮説を構

築 し、 日常業務 の中で必要な知識や情報 を共有 し利

活用す るための研究を進めてきた。 この方法論の仮

説は、「目標(ゴ ール)」 ・「推進体制」・「人材の学習

と育成」・「知識共有の場」か ら構成 され、各項 目の

バ ランスを取 りなが ら組織を改善 していくべきであ

る とい うものである3)-7)。 そ して 「知識共有の場」

を持続 させ るためには、場の構成員に知識を共有す

ることを繰 り返 し動機づ けることが重要であること

を明 らかに し、情報基盤研究室 を事例 として動機づ

け手法の提示 とその有効性の検証に取 り組んだ8)。

(2)研 究の 目的 と概要

方法論 の仮説 に関す るこれまでの研 究か ら、 「推

進体制」や 「知識共有の場」の立ち上げ期 にお ける

動機 づけの重要性 が明 らかに された。本論文は、事

務所が組織横断的な知識や情報 の共有化 を進めるた

めのきっかけを事務所職員に与 え、で きるだけ早期

に具体的な改善策に着手で きるよ うな簡素 な手順を

示す ことを 目標 とす る。

*1 国土交通省 国土技術政策総合研 究所高度情報化研究センター情報基盤研究室 tel 029-864-4916
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そ のた めまず、著者 らの これ までの研 究成果 に

基づ いて、事務所 を取 り巻 く知識や情 報の流通プ

ロセ スにおいて、特に事務 所 内にお け る知識 や情

報の共有や利活用 が重要 で あるこ とを明確 にす る。

そ して、知識や情報 の流 通プ ロセ スを事務 所内 に

実現す るために必要 な手順 を考案す る。 この手順

を用い て試験 的に事務所 にお ける知識や情 報の共

有化 に取 り組 む ことに よ り、手順 の有効性 を検 証

し、成功 のために重要 と考 え られ る要 因について

考察す る。

2.事 務所 における知識や情報の共有化 の手順

(1)事 務所 を取 り巻 く知識や情報 の流通の考 え方

これまでの研究 に基づき、事務所 を取 り巻 く知識

や情報 の流通モデル を図1に 示す。情報の流通 の第

一の種類 は
、事務所の外部か ら情報 を受信す る種類

であ る。例 えば事務所は、住民か らの問い合 わせや

苦情 、道路の交通量等の情報 を受 け付 ける。

情 報の流通の第二の種類 は、事務所の内部 で情報

を流通 させ る種類である。例 えば事務所 は、報告 、

連絡 、決裁のための文書や電子メール 、会議や ち ょ

っと した立ち話等を通 じて情報 を流通 させてい る。

この流れ の中で、例えば住民か らの問い合 わせ に対

する回答 についての意思決定 を行 う。

情 報の流通の第三 の種類 は、事務所の外部 へ と情

報を発信す る種類 である。例 えば事務所 は、住民か

らの問い合わせや苦情に対す る回答、道路の渋滞情

報等 の情報 を提供す る。

第 一、第二、第三 のいずれ の種類 も、事務所が知

識や情報 を流通 させ るために重要要素である。本論

文で考案す る手順 は、これ らの うち第二の種類 を対

象 とす る。以下、第二の要素に対象 を絞 り込 んだ理

図1.事 務所を取り巻く知識や情報の流通モデル

由を明 らかにする。

(2)事 務所内における知識や情報の共有 と利活用

伊 丹 ・軽 部(2004)10)で は、情報 をベー ス と

した見 え ざる資産 が競 争上の優位性 の真 の源泉 で

ある理 由 として、「カネを出 して も容易には買 えず、

自分 で作 る しかない」、「作 るのには時間がかか る」、

「いったん作 ると、同時多重利用が可能 になる」の

三点 が挙 げ られ てい る。

この論 文 は企業経営 において どの よ うな情報 に

価値 があるかを的確に指定 している。企業経営 と行

政経営 を同一に扱 うことは出来ないが、行政部門に

おい てす ぐれた行政サー ビスを行 うためには、どの

よ うな情報が最 も大切だろ うか。

行政経営は民間部門 とは異な り、同業他社 に対 し

て競 争優位 に立つ ことを目的 としない こ とか ら考

える と、行政部門 においては三点の 中でも 「自分で

作 る しかない情報」によ り大 きな価値 を見いだせ る

と考 え られ る。 なぜ な らば、「作るのに時間がかか

る情報」は、民間部 門で あれ ば同業他社が簡 単には

模倣 できない とい うメ リッ トがあるが、行政部 門で

は優れ た行政サー ビスがあれば模倣 し、標 準的なサ

ー ビス とす ることが望 ま しい。また、「同時多重利

用 が可能 にな る情報」は、民間部門であれば異分野

へ の応用展 開が可能 になる とい うメ リッ トが ある

が、行政部 門が異分野へ と展開す る際は、所掌事務

の範 囲内で あることが限界 となる。 一方 で、 「自分

で作 る しか ない情報」、例 えば悪天候 による通行規

制 の実施 ・解除に関す る意思決定等 の道路管理者で

なけれ ば作 り得 ない情報 の価値 は民間部門で も行

政部 門で も変わ らない。

「自分で作る しかない情報 」とい う観点か ら事務

所 を取 り巻 く知識や情報 の流れ を とらえる と、最 も

価値 の高い情報 は第 二の要素 に含 まれ る と考 え ら

れ る。なぜ ならば、第一 の要素は、事務所の外部か

ら伝 達 され てきた情報 を解釈す るところに 自分で

作 る しかない情報が生 じうるが、伝達 された情報 の

発生源 は元々外部 にあ り、事務所 が 自分で作った情

報で はない。また第三 の要素は、事務所が意思決定

した内容 を外部 に向けて分 か りやす く加 工す る と

ころに自分で作 る しかない情報 が生 じうるが、発信

す る情報の 内容 は第二 の要素 の過程 で生成 された

もので ある。
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一方で第 二の要素は
、事務所が行 う意思決定及び

意思決定 に直接的 に関与す る情報 を流通 させ る と

ころ に自分 で作 る しかない情報 が生 じうる。事務所

の意 思決 定は、所 定の手続 きを踏 んで関係す る者 の

意思決定 を集約 した結果 であるので、ま さに自分で

作 る しかない情報である。このよ うに、第二の要素

が対象 とす る情報は、事務所 の固有 の情報が主であ

ると考え られ る。具体的には第一 の要素すなわち外

部か ら流入す る様 々な断片的 なデータを連結化 し、

共有すべ き価値 ある知識 ・情報 として造 りあげ るこ

とは も う一つ の肝要なテーマであるが、本論文 とは

別の機会 に取 り組むべ き課題 と考 えてい る。

この よ うな考 えに基づ き本論文では、知識 や情報

を円滑に流通 させ る方法 に焦点 を絞って、論 を進 め

る。

(3)知 識や情報 を共有化する手順 に必要な条件

組 織の 中を流通 させ るこ とがで き る情報 は言語

や記 号であって、言語や記号の意味や解釈 ではない。

人間の行為 を組織内に流通 させ るためには、対面 で

伝達する場合 でも、文書化 して伝達す る場合で も、

言語や記号 に変換 され ることが必要である。この こ

とは、事務所内で伝達 される知識 とは、単に表 出化

され た知識 を組織内に流通す るのではな く、知識 の

伝達者が一度 内面化 した知識 を再び表 出化 して他

へ再 び伝達 してい るこ とに他 な らず、この ことを考

慮 しない と情 報の誤解や劣化 を引 き起 こす事 にな

る。

また、日本 の高業績企業 と低業績企業、あるい は

同 じ会社 の中で も活発 な職場 とそ うでない職 場 を

比べ た、金井 ・高橋(2004)12)の 調査 に よる と、

最 も差が大 きいのが表 出化の達成度 である とされ

てい る。表出化 、すなわち言語化 され ることによっ

て知識や情報の流通 が促 進 され、組織 の活性化や業

務の質の 向上につなが っていると考 え られ る。

そ こで著者 らは、事務所の職員が言語化 して流通

させ るべ き知識や情報 を掘 り起 こし、実現可能 な手

段でそれ を流通 させ、組織的に共有化す るための手

順の開発 に取 り組 んだ。

本 手順 は、事務所の職員 による価値 の高い知識や

情報 の発見 ・流通 ・共有化 とい う情報サー ビスの開

発を支援す ることをね らい としている。では情報 の

共有化 を どこか ら始 めた らよいか。もともと情報共

有化の考 え方 は経 営学者 を中心 として研究 が進 め

られて きたナ レッジマネ ジメン トに基づ くもので

あ り、経営学の手法は情報の共有化 を進 める上で参

考になることが多い。た とえば企業にお ける製 品や

サー ビスの開発 に関 して、ク リステ ンセン ・レイナ

ー(2003)11)は 、 「用事 を片づ ける必要があるが、

望ま しい解 決策 が これ まで手の届かない ところに

あった状況」に着 目して製品やサー ビスを開発す る

ことを主張 してい る。企業 と国道事務所 は一部共通

した知識 共有 に関す る問題 を持 ってい る と考 え ら

れ る12)こ とか ら、本手順 によ り実現 され る情報サ

ー ビスに上記 の主張 をあてはめると
、「業務 を遂行

す るために知識や情報 を共有化す る必要 があるが、

望ま しい解 決策が これ まで手の届 かない ところに

あった状況」 に着 目す るべきで あると解釈で きる。

これ に類似す る取 り組みが、著者 らの所属す る情

報基盤研 究室 において過去 に実施 されている8)。そ

こでは、 「よ りよい研究成果 を出す ために情報基盤

研 究室の研 究者 が取得 した多様 な知識や 情報 を共

有す る必要 があるが、望ま しい共有方策がない とい

う状況」に着 目した。この ような状況 の改善に取 り

組み、現在では、各研究者 が取得 した行政ニー ズ と

技術 シーズに関連する情報が、情報基盤研究室 内の

対 面の場 と情報技術 を用 いた場 で共有 され るよ う

になっている。

これ らの ことか ら以 下の二点を、事務所 を対象 と

して知識や 情報の共有化 に取 り組 む際の手順 の必

要条件 として設定する。

a)共 有化 を必要 とす る知識や情報 の明確化

事務所 の業務 内容 を最 もよ く理解 してい るのは、

事務所の職員で ある。したがって、知識や情報 の共

有化 に着手 す る前 にまず事務所 の職員 の問題 意識

や業務 内容 を、よ く聞き取 り出来 うる限 り明確 な形

で言語化 してお く必要 がある。

b)望 ま しい解決策の提示

望ま しい解決策 に手が届 かない とい う状態には、

解決策 がな くて事務所 の職員 が困ってい るとい う

状態 と、職員 が努力 して何 とか業務 を遂行 してい る

が、望 ま しい解決策が他 にある とい う状態があ りう

る。いずれの場合で あって も解決策 の採否 を決定す

るのは事務所の職員 であるか ら、職員 に、他 に望ま

しい解決策があ るとい うことを気づかせ 、自発的 に
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初めの一歩 を踏み出 させ ることが効果的である。

そ のため、組織的 に必要な情報 を円滑 に流通 させ

てい る好 事例や 既 に実用化 され てい る情報 システ

ム等 を紹介 し、手軽 に取 り組 める施策 か ら望ま しい

解決策に取 り組 んでい くこ とが重要である。

これ らの考 えを盛 り込み 、著者 らは組織 にお け

る知識や 情報 の共有化 を持続 可能な形 で実現す る

ことを 目的 とす る、知識や情報 の共有化 の手順 を

考案 した。 そ して 国土交通省 のあ る1つ の 国道事

務所 にお ける手順 の試行 を通 じて、その有効 性を

検証 した。

3. 知識や情報 の共有化 を進める手順 の考案 と検証

(1)知 識や情報の共有化 を進める手順

前 述の必要条件a)に おいて事務 所の職員 との

対話 、職 員間の討論 が有 意義に行われれ ばその過

程 でおのず と情報共有化 の必要性が認 識 され 、共

有す べ き情報が 明確 にな る。 また、必要条件b)

において望ま しい解決策 を見つ けるのが 困難 な状

況が認識 できれ ば、その解 決 に向か って意識 的に

努力 を傾 注 しよ うとい う意欲 が生まれ るであろ う。

これ らを踏 まえ、知識 や情報の共有化 を進 め る

手順 として考案 した ものが、次 の手順で ある。

① 情報共有化 の 目的 と対象の 明示

② 情報共有ニー ズの把握

③ 情報 を共有化す る方針 の設定

④ 具体的な改善施策 に着手

この手順 の実用 性 を検証す るため、国土交通省

のある1つ の国道事務所(以 下、A事 務所 とい う)

にお いて、 この手順 に基づ き事務所 内の知識や情

報 の共有化 に取 り組んだ。 こ こでは、手順 の考 え

方 を先 に示 し、その後 にA事 務所 での取 り組み を

事例 として説 明す る とい う構成 で論 を進 め る。

(2)検 討の 目的と対象の明示

a)手 順の考え方

着 手にあた り最初 に検討すべ きこ とは、検討 の 目

的と検討対象 とす る業務や組織の範囲を明示す るこ

とで ある。検討の 目的は、組織が達成すべ き 「目標

(ゴール)」 を踏 まえ、知識や情報の共有化 に関連 し

て組 織が抱えている課題 を改善 しうるよ うに設定す

る。検討の対象 とす る業務や組織の範囲は、検討の

目的 を達成す るために必要十分 な範囲で設定する。

現実の組織が抱 えてい る問題は組織 ごとに異なると

考え られ るので、検討 に着手する組織 ごとに問題意

識を慎重に把握す るべ きである。

b)A事 務所 における取 り組み

A事 務所の場合は、地域住民等 とのコ ミュニケー

ション活動 に力 を入れてきているが、それ らの活動

状況等は担 当者が共有す るにとどま り、事務所で組

織横断的には共有 されていない とい う問題意識 があ

った。そのため、「事務所内における知識や情報の共

有化 に関す る課題 を明確化 し、事務所の業務の効率

化や 問題 の解決 に資す る情報 システムを設計す るこ

と」を目的 として、検討の場(以 下、検討会 とい う)

が設置 された。検討会 には、すべての課 と1つ の出

張所 か ら合計14名 が参加 した。

(3)情報共有ニーズの把握

a)手 順の考 え方

検討 の 目的を達成 す るた めに組織 的 に共有 し利

活用す る必要があるが、望ま しい方策がこれまで手

が届かない ところにあった知識や情報を把握す る。

この よ うな知識や情報 を効果的に把握す るため、ア

ンケー ト調査 を実施 し、検討会で十分に議論を深 め

る。過去 に実施 したア ンケー ト調査では組織の劣 っ

てい る点ばか りが指摘 され、施策の優先順位 を明確

化す ることがで きなかったことがある。アンケー ト

調査 の設計にあたっては、組織 の優 れている点 と劣

ってい る点の両方 を確 実に記入 して もらうこと、課

題 と改善方策 の優先順位 を記入 して もらうこと、に

配慮す るべ きである。

b)A事 務所にお ける取 り組み

A事 務所では、事務所内の知識や情報の共有化の

現状 について 自由記入方式のアンケー トを実施 し、

検討会にお ける議論 の素材 とした。図2に アンケー

トの内容 を示す。アンケー トの記入様式は優れてい

る点 と劣 っている点のそれぞれについて作成 し、課

題 と改善方策の優 先順位 を記入す る欄 を設 けた。

アンケー トの回答者数は12名 で、優れてい る点

について29件 、劣 っている点 について34件 の回答

があった。以下に、アンケー ト調査の結果を とりま

とめた。

①優れている点

・対人 コミュニケーシ ョンの定期化 ・日常化

課横断的な打ち合わせ等の定期化、関係 の深い課
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のワンフロア化による情報共有の 日常化等によ り、

人対人でなければな らない、もしくはその方が望ま

しい情報の共有 ・活用 を実現 してい る。

・情報共有システムの活用

各種様式、管内図、工事完成図等 を電子化 し、情

報システムを適切に活用 している。

・人材 の学習 ・育成

職 務に習熟 した職員 の活用や現場見学会 ・講習会

等を通 じて、人材の学習 ・育成 に努 めている。

②劣っている点

・資料やデー タの整理 ・活用が不十分

紙 ベースの資料や

電子データの共有 ド

ライブの整

理が不十分で、過去

の資料やデータが散

逸 してい る場合 があ

る。

・組織間の情報共有

が不十分

課横断的な打ち合

わせ が十分 にな され

てい るわけではなく、

組織 の縦割 りや組織

横断的な情報共有の

不足が課題である。

・既 存の情報システ

ムの利用が不十分

情報 システ ムの利 用ルールや利用す る とい う意

識が共有 されていない、情報システムの存在が知 ら

れていない等の理由によ り、既存の情報システムが

適切 に利用 されていない。 また、利用ルールを定 め

るためには関係者の合意形成が必要で、そのきっか

けがつかめない。

③ア ンケー ト結果のま とめ

ア ンケー トの結果か ら、課横断的な打ち合わせ等

を継 続 してい く意義 と効果が確認 された。 これは、

職場の対人 コミュニケー ションの活性化を継続 して

い くための動機 づけになった と考 えられ る。

また、優れている点 と劣っている点の両方 におい

て情報システムに関する意見が存在することが分か

った。適切に利用すれ ば効果 が期待 され る情報シス

テムであって も、 日常的な利用ルールや利用環境の

不備 により、必ず しも適切 に利用 されていない とい

う実態が明 らかになった。 このことが構成員 間で明

確 に意識 され たことが、後述のポー タルサイ トの導

入 の原動力になった と考えられ る。

(4)情 報 を共有化す る方針の設定

a)手 順の考え方

ア ンケー トの結果や検討会 での議論 を通 じて 明

確化 された情報共有ニー ズに基づき、検討 の 目的を

達成するために必要な知識や情報 を共有化す る方針

を設定す る。方針 は個別 の改善施策に取 り組む際の

構成員に対するアンケート調査
「A事務所における知識や情報の共有化について」

質問1:今現在のA事務所の状況(優れている点:1枚 目、劣っている点:2枚 目)とその分析について、以下の例を参考に記入してください。

区分は、記入された内容を、個人レベル、部署内レベル、事務所内レベル、省内レベル、その他に分類して記入してください。(複数可)

優先順位は、緊急性と重要性の観点からA(高い)～D(低い)の4段階評価で記入してください。
質問2:質問1の優れている点、劣っている点それぞれののなかで、特に重視すべき(優先順位が非常に高い)と思われる項目はどれですか。

また、それを選んだ理由について理由をお書きください。(自由記述)

図2.構 成員に対するアンケート調査の概要

指針 であ り、平易で分 か りやすい表現 を用いるべ き

である。また、方法論の仮説でい う 「推進体制」・「人

材の学習 と育成」・「知識共有の場」をバ ランス良 く

改善す ることを念頭にお き、組織の優れている点を

伸ば し、劣 っている点を補完するよ うに設定するべ

きである。

b) A事 務所にお ける取 り組み

A事 務所で実施 されたアンケー トお よびそれ に続 く

討論会で明 らかになった長所 を維持発展 させ、短所

を改善 させ るために以下の3点 を取 り組みの重点 目

標 と定めた。

I:定 期的 ・日常的な コミュニケーシ ョンの充実

対人 コミュニケーシ ョンによる情報の共有 ・用は

実現 されている。 これ らの取 り組み を拡充 してい く

とともに、紙ベースあるいは電子化 された資料の利

用や情報システムを用いたコミュニケーシ ョンを促
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進す る。

II:情 報共有のためのシステムの導入 ・利用

事務所 内に散在 している電子化 され た情報や 情

報システ ムをポータルサイ トで一元化 し、それ ら

の利用ルール を策定す る。 これ によ り、電子化 さ

れ た情報や情報 システムを整理 ・管理 ・利用 ・更

新 しやす い環境 を整備する。

III:情 報 の共有化を実現 しうる職員 の育成

情報 を共有化す る必要性 を理解 し、情報システ

ムを使 いこなせ る職員を育成す る。

(5)具 体的な改善施策に着手

a)手 順 の考 え方

情報共有の方針 を踏まえ、アンケー ト調査や検討

会で提示 された個 々の情報共有ニーズに対応 しうる

改善施策 を検討す る。過去に実施 した検討では、抽

象的な議論 よりも、具体的な作業内容や成果 をイ メ

ージできる議論の方が関係者 の高い関心を得 られた
。

例 えば情報システムの画面イメージや機能 を示すな

ど、関係者 が作業 内容 と成果 を具体的に理解 できる

よ うに検討 を進めるべきである。 また、すべての施

策に同時並行で取 り組む ことは現実的ではないので、

施策 を実行す る際の優先順位 を付 け、継続的に取 り

組む ための体制 を整備す るべ きである。

b)A事 務所 における取 り組み

A事 務所 はI～IIIの 目標 を実現す る施 策 として

下記 の四項 目を提示 した。

①情報の共有化の推進体制づ くり

一番 目の施策 は
、情報の共有化 を推進するための

体制整備 である。 これは取 り組みの方針I及 びIIIに

対応 してい る。情報 の共有化 は、情報共有 システム

を導入すれば解決す るような課題ではない。情報 の

共有化 の実効性を確保す るためには、業務 として継

続的に取 り組む必要がある。具体的には、情報 の共

有化 の推進組織を設置 し、情報共有の必要性に関す

る職員 の理解の浸透や情報の共有化施策 の着実な実

行 と定着を働 きかけていくこ とが提案 された。

②ポー タルサイ トの導入

二番 目の施策 は、情報システムを利用 しやすい環

境 を整備す るポー タルサイ トの導入である。 これは

取 り組 みの方針IIに 対応 している。ポー タルサイ ト

に掲載 すべ き情報 には、住民等 との コミュニケーシ

ョン情報、お知 らせ、職員の予定等がある。ポータ

ルサイ トについては、c)で 詳 しく説 明す る。

③紙ベースの資料の整理 ・電子化

三番 目の施策は、事務所が過去か ら蓄積 してきた

紙ベースの資料の整理 ・電子化である。 これ は取 り

組みの方針Iに 対応 してい る。具体的には、事務所

が保有 している紙ベースの資料 を整理す ること、必

要な資料は電子的に保存す ること、書庫の利用方法

等の紙ベースの資料を管理す るためのルール を策定

す ること等 が検討すべき施策 として挙げられた。

④会議や引き継 ぎの充実

四番 目の施策 は、知識や情報を共有化するための

会議や引き継ぎの充実である。 これは取 り組みの方

針I及 びIIIに対応 してい る。具体的には、会議を効

率的かつ効果的に運営す るためのルールや業務 の引

き継 ぎを円滑に行 うためのルール を策定す ることが

検討すべ き施策 として挙げ られた。

〔利用プロセス1〕

〔利用プロセス2〕

〔利用プロセス3〕

図3. ポータルサイトの利用プロセス

これ らの四つ の施 策 に同時進行 で取 り組 む こ と

は、検討 のための人員や時間の確保 とい う面か ら困

難である。本検討会では、検討会 の設置 目的 と構成

員の要望に照 らして、イ ン トラネ ッ ト上の事務所用

ポー タルサイ トの立ち上げ と、情報の共有化の推進

組織 の設置 にまず着手 し、その他の施策には順次取

り組む こととされた。

c)事 務所用ポー タルサイ トの立ち上げ

ポータルサイ トの 目的は、A事 務所内に散在す る

多様な情報や情報 システムを連携 し、利用 を促す こ

とである。検討会 では、ポータルサイ トの具体的な

イメージが湧 くよ うに、他の事務所 の好事例や ポー
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タルサイ トの利用プ ロセスが提示 された。提示 され

た利用プロセスを図3に 示す。

利用プロセス1で は、各職員が情報を作成 し、 自

らポータルサイ トに登録す る。

利用プロセス2で は、各職員 が作成 した情報を別

途設置す る管理者がポータルサイ トに登録す る。長

所 としては、各職員が電子 メール程度を利用できれ

ば、 自由な形式で情報 を提供できるとい うことが挙

げ られる。 一方、短所 としては、管理者 を設置す る

ための費用が場合によっては必要になるとい うこと

が挙げ られ る。

利用 プロセス3で は、管理者がポータルサイ トか

ら個別 システムへの リンクを張 り各職員 は閲覧のみ

を行 う。A事 務所 のよ うに情報 システムが導入 され

てい るもののあま り利用 され ていない とい う場合は、

これだけで もポータルサイ トを導入する価値が ある。

これ らの検討の結果 、A事 務所のポー タルサイ ト

の構成 が決 定 され た。 ポータルサイ トか ら閲覧可能

な情報 を表1に まとめた。そ してポータルサイ トの

機能を維持 更新す るため、それぞれの情報の維持 更

新及び とりま とめ役を、関係す る課で分担 した。 な

お、 このポー タルサイ トは既存の情報 システ ムや資

料 に リンクを張っただけの簡素なものであ り、ポー

タルサイ トを開発するための費用 は発生 しなかった。

d)情 報共有 の推進組織 の設置

推進組織 の設置 目的は、A事 務所にお ける情報 の

共有化 に継続的に取 り組む ことである。

検討会では、推進組織はポータルサイ トに関す る

こと及び事務所 内の情報の共有化 に関す ることを担

当することが提案 された。また推進組織 は年 間2回

～4回 程度 のフォローア ップを実施す ることが提案

された。 しか しなが ら検討会では推進組織の設置 を

決定できないので、この提案は事務所内で別途検討

中である。

表1. ポータルサイトから閲覧可能な情報(代表的なもの)

(6)取 り組み の 総括 と考 察

著者 らは、3.(1)で 示 した知識や情報の共有化

を進める手順に従い、A事 務所における知識や情報

の共有化 に取 り組んだ。特 に今回は、①知識や情報

の共有化 の 目的 と対象 を明示する、②組織 の優れて

い る点 と劣ってい る点の双方 を明確化 しうるアンケ

ー トを設計する
、③優先的に取 り組 むべき施策 を絞

り込んで具体化する、 とい う点を工夫 した。① と②

の工夫によ り、A事 務所 の情報共有ニーズを明確に

把握することができた。③ の工夫によ り、検討会の

構成員が具体的な作業内容 を想起でき、手軽な解決

策の採用 につなげることができた。

これ らの結果、A事 務所 として知識や情報の共有

化施策に取 り組 む とい う合意を、約4ヶ 月の検討期

間(月1回 のペースで4回 の検討会の開催)で 形成

することができた と考え られる。そ してポータルサ

イ トに掲載 された情報、特 に表1の 記者発表資料、

工事情報、所長 の一言、の迅速 な共有が、外部か ら

の問い合わせに対す る対応のスピー ドア ップや、省

全体あるいは事務所の方針に適切に対応 した業務 の

遂行に資す ると考 えてい る。

一方
、検討会 では、職員個人の得意分野の共有化

や、設計資料等 の更新 の経緯及び理 由の引き継 ぎに

関す る検討 も提案 され た。 しか しなが ら、 これ らが

組織内で共有化 されていない原因は本手順の不備 に

あるのではなく、これ らを言語化(例 えば文書化)

す ることの困難 性にあると考 えられ る。今後 は、施

策の優先度 に応 じて言語化 が困難 な知識や情報を言

語化す るためのルール等 を検討する必要がある。

2005年8月30日 現在、A事 務所では、上記

取 り組み① として、事務所 内全課 の係長級のメンバ

ーで構成 される検討会 を9月 か ら行 う予定である
。

取 り組み② については、 リンク集か らなるポータル

サイ トが試行的に運用 され てお り事務所内全課 の係

長級以上によって、ポータルサイ トのサブシステム

で ある会議室の予約やスケジューラ等 が利用 されて

い る。今後は上記検討会の中で、①か ら④の取 り組

みの進 め方 を検討 してい く予定である。

4. まとめ

国道事務所 を対象 とした筆者 らの過去の研究事例

と、民間を対象 とした既存文献 をもとに考察を加 え、

国道事務所にお ける組織横 断的 な知識や情報の共有

化 を進 めるた めの以下の手順 を考案 した。
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① 情報共有化 の 目的 と対象 の明示

② 情報共有ニーズの把握

③ 情報 を共有化す る方針 の設 定

④ 具体 的な改善施策 に着手

この手順 に従 いA事 務所内の知識や情報 の共有化

に取 り組 んだ ところ、4ヶ 月 とい う短期の検討期 間

で、それ らの共有化施策に着手する とい う合意を形

成す ることができ、本手順 の有効性 を示す一つの結

果が得 られた。

今 回の成功 の主な要因は、1)組 織 の優劣の双方

を比較検討す ることによ り、知識や情報 の共有化ニ

ーズが明確化で きたこと
、2)知 識や情報 を共有化

するための初 めの一歩にな りうる手軽 で望ま しい解

決策 を提示 できたこと、 と考 える。

今後 は、他の事務所を対象に同様な取 り組み を進

め、手順及び手法の信頼性 を高めていきたい と考え

てい る。また、情報の共有化を継続できるしくみに

つい ても引き続 き検討 していきたい と考えている。
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A Study for the method to implement knowledge sharing 

at local offices of MLIT 

by Yusuke TAKAHASHI, Masayuki OTE, Katsumi UESAKA

In this paper, the method to implement knowledge sharing is argued from the view point of 
"trigger for an action" . 

Firstly, the process of the flow of knowledge and information through a local office is 
explained. The practical method to create the flow is suggested and it is applied to knowledge 
sharing inside a local office as a trial. It is deduced that the key issue of the method is how to 
trigger off knowledge sharing. 

Based on the trial at a local office, it is empirically proved that this method is effective to 
create practical measures for knowledge sharing, through several meetings during about four 
months. The key factors to trigger off the implementation are 1) to define essential information 
clearly that flow inside a local office for its business and 2) to suggest easy solution which may 
be the first step of knowledge sharing inside that. 

The next step of this study will be to pursue speedup of this method and to suggest effective 
measures to endure knowledge sharing.
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